
○
総
務
省
告
示
第

号

無
線
設
備
規
則
（
平
成
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
四
十
九
条
の
二
十
八
第
一
項
第
二
号
ロ
及

び
第
七
項
、
第
四
十
九
条
の
二
十
九
第
一
項
第
二
号
ロ
及
び
ハ
並
び
に
第
七
項
、
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
第
一
項

第
二
号
ロ
並
び
に
別
表
第
三
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
四
年
総
務
省
告
示
第
四
百
三
十
五
号
（
広
帯
域
移
動

45

無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
技
術
的
条
件
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和

年

月

日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
下
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下

「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

別紙５ 

1



改

正

後

改

正

前

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
広

二

［
同
上
］

帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備

［
１
～

略
］

［
１
～

同
上
］

10

10

国
際
電
気
通
信
連
合
電
気
通
信
標
準
化
部
門
の
勧
告E

.21
2

に
準
拠
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
識
別
す
る
た
め

国
際
電
気
通
信
連
合
電
気
通
信
標
準
化
部
門
の
勧
告E

.
2
1
2

に
準
拠
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
識
別
す
る
た
め

11

11

に
基
地
局
及
び
陸
上
移
動
中
継
局
が
使
用
す
る
番
号
は
、
九
九
九
〇
〇
二
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
電
気
通

に
基
地
局
及
び
陸
上
移
動
中
継
局
が
使
用
す
る
番
号
は
、
九
九
九
〇
〇
二
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
電
気
通
信

信
業
務
を
行
う
も
の
又
は
電
気
通
信
番
号
規
則
（
令
和
元
年
総
務
省
令
第
四
号
）
別
表
第
九
号
に
掲
げ
るIM
S

業
務
を
行
う
も
の
又
は
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
九
号
に
掲
げ
るI

MSI

の
指
定
を
受
け
た
電
気
通
信
事
業
者

I

の
指
定
を
受
け
た
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
当
該
電
気
通
信
番
号
を
使
用
し
た
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受

か
ら
当
該
電
気
通
信
番
号
を
使
用
し
た
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
も
の
等
に
あ
っ
て
は
こ
の
限
り
で

け
る
も
の
等
に
あ
っ
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

は
な
い
。

［

略
］

［

同
上
］

12

12

三

シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線

三

［
同
上
］

ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備

［
１
～
５

略
］

［
１
～
５

同
上
］

国
際
電
気
通
信
連
合
電
気
通
信
標
準
化
部
門
の
勧
告E.2

12

に
準
拠
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
識
別
す
る
た
め

［
新
設
］

６
に
基
地
局
及
び
陸
上
移
動
中
継
局
が
使
用
す
る
番
号
は
、
九
九
九
〇
〇
二
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
電
気
通

信
業
務
を
行
う
も
の
又
は
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
九
号
に
掲
げ
るI
M
S
I

の
指
定
を
受
け
た
電
気
通
信
事

業
者
か
ら
当
該
電
気
通
信
番
号
を
使
用
し
た
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
も
の
等
に
あ
っ
て
は
こ
の

限
り
で
は
な
い
。

国
際
電
気
通
信
連
合
電
気
通
信
標
準
化
部
門
の
勧
告E.
212

に
準
拠
す
る
端
末
設
備
を
識
別
す
る
た
め
に
陸

［
新
設
］

７
上
移
動
局
が
使
用
す
る
番
号
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
業
務
を
行
う
も
の
又
は

電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
九
号
に
掲
げ
るI

M
S
I

の
指
定
を
受
け
た
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
当
該
電
気
通
信

番
号
を
使
用
し
た
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
も
の
等
に
あ
っ
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

総
務
大
臣
が
指
定
す
る
九
九
九
〇
〇
二
か
ら
始
ま
る
十
五
桁
の
十
進
数
字

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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